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１
面
…
…
年
12
回
の
浄
化
槽
保
守
点
検
は
不
要

２
面
…
…
設
置
者
の
不
信
払
拭
す
る
制
度
改
正
を

３
面
…
…
国
会
で
も
使
用
者
負
担
増
を
議
論

４
面
…
…
設
置
者
の
不
信
感
払
拭
す
る
制
度
改
革
を

【４月号】

最
少
回
数
で
性
能
発
揮
前
提
に
製
造

最
少
回
数
で
性
能
発
揮
前
提
に
製
造

　

一
般
家
庭
用
に
普
及
し
て
い
る
20
人
槽
以
下
の

浄
化
槽
の
保
守
点
検
回
数
は
、
浄
化
槽
法
施
行
規

則
第
6
条
で
「
4
月
に
1
回
以
上
」
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。
（
資
料
―
1
）
こ
の
「
以
上
」
を
理
由
に

必
要
の
な
い
年
12
回
点
検
が
業
者
の
都
合
や
地
域

一
律
で
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
維
持
管
理
の
上

で
環
境
省
が
定
め
て
い
る
技
術
上
の
基
準
が
守
ら

れ
ず
、
1
分
～
5
分
程
度
の
手
抜
き
点
検
が
横
行

し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
平
成
26
年
10
月

の
参
議
院
環
境
委
員
会
で
の
「
以
上
」
を
削
除
す

べ
き
と
の
国
会
質
疑
を
背
景
に
、
石
原
環
境
大
臣

（
当
時
）
が
議
論
の
場
と
し
て
「
浄
化
槽
の
在
り
方

に
関
す
る
懇
談
会
」
の
設
置
を
指
示
。
過
剰
な
保

守
点
検
回
数
「
年
12
回
点
検
」
を
中
心
に
議
論
が

行
わ
れ
た
。

守
点
検
回
数
は
最
少
回
数
の

年
3
回
（
20
人
以
下
の
浄
化

槽
）
で
試
験
さ
れ
、
処
理
機

能
が
十
分
発
揮
で
き
る
こ
と

を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
（
資

料
―
4
）
。

　

性
能
評
価
の
細
則
に
は
、

浄
化
槽
法
で
「
規
定
さ
れ
た

最
少
回
数
と
す
る
」
と
あ
り
、

施
行
規
則
で
定
め
る
最
少
回

数
を
前
提
に
性
能
試
験
さ
れ
、

浄
化
槽
が
認
定
さ
れ
る
。
施

行
規
則
に
掲
げ
る
回
数
を
上

回
る
回
数
で
の
試
験
は
認
め

ら
れ
な
い
。

　

ま
た
性
能
評
価
の
申
請
で

は
、
点
検
回
数
が
施
行
規

則
ど
お
り
か
事
前
に
確
認
さ

れ
、
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い

な
い
と
受
理
さ
れ
な
い
と
も

聞
く
。

　

従
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
を
受
け
製
造
さ
れ
る

浄
化
槽
は
、
施
行
規
則
に
掲

げ
て
い
る
最
少
回
数
で
性
能

が
十
分
発
揮
で
き
る
も
の
で

あ
る
。

　

浄
化
槽
の
多
く
は
5
人

槽
、

7
人
槽
が
主
流
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
に
年

3
回

の
保
守
点
検
で
十
分
対
応

で
き
る
。
一
般
家
庭
で
は
、

年
3
回
の
最
少
回
数
を
上

回
る
過
剰
な
年
12
回
点
検

は
必
要
な
い
。（

2
面
へ
続
く
）

法
令
・
規
則
の
遵
守
を
推
進

法
令
・
規
則
の
遵
守
を
推
進

　

全
国
環
整
連
は
10
年
ほ
ど

前
か
ら
、
下
水
道
法
を
一
部
改

正
し
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い

る
浄
化
槽
の
接
続
義
務
を
免

除
す
べ
き
と
し
て
、
国
会
や
関

係
省
庁
に
働
き
か
け
て
き
た
。

　

そ
の
際
、
国
交
省
や
下
水
道

関
係
団
体
か
ら
「
浄
化
槽
の
維

持
管
理
は
デ
タ
ラ
メ
だ
」
と
言

わ
れ
、
よ
く
よ
く
聞
く
と
年
12

回
点
検
が
象
徴
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
内
部
で
正
し
い
作

業
内
容
へ
改
め
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
、
全
国
環
整
連
は
法

令
・
規
則
を
遵
守
す
る
取
り
組

み
を
推
進
し
て
い
る
。

　

ま
た
近
年
は
少
子
高
齢
化
、

核
家
族
化
の
進
展
が
著
し
い
。

総
務
省
の
国
勢
調
査
（
資
料
―

2
）
に
よ
る
と
、
家
族
構
成
が

4
人
ま
で
の
世
帯
は
全
体
の

92
％
だ
が
、
そ
の
う
ち
2
人
家

族
以
下
の
世
帯
が
60
％
を
占
め

て
い
る
。

　

一
般
家
庭
用
に
製
造
・
設

置
さ
れ
て
い
る
浄
化
槽
は
、

（
一
財
）
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

の
性
能
評
価
試
験
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
保

浄
化
槽
に
過
剰
な
年
12
回
点
検
は
必
要
な
い
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倫
理
な
き
点
検
回
数
と

倫
理
な
き
点
検
回
数
と

　
　
　
　
　
　
　
　

点
検
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　

点
検
時
間

　

環
境
省
（
旧
・
厚
生
省
）

の
資
料
（
資
料
―
3
）
で
通

常
の
使
用
状
態
と
は
、
「
浄

化
槽
が
処
理
対
象
人
員
に

見
合
っ
た
人
数
で
使
用
さ

れ
、
浄
化
槽
の
処
理
機
能

が
正
常
な
状
態
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
い
う
。
保
守
点

検
の
回
数
は
、
通
常
の
使
用

状
態
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
」
と

あ
る
。

　

浄
化
槽
の
性
能
は
、
法
律

で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

従
っ
た
作
業
を
行
え
ば
、
年

3
回
の
保
守
点
検
回
数
で
十

分
発
揮
で
き
る
。

　

ほ
と
ん
ど
の
設
置
者
は
、
年

3
回
の
保
守
点
検
で
良
い
と

は
知
ら
な
い
た
め
、
苦
情
は

起
こ
ら
な
い
。
過
剰
な
点
検

が
地
域
一
律
で
行
わ
れ
て
い

れ
ば
設
置
者
は
疑
う
す
べ
も

な
い
。

　

（
一
社
）
全
国
浄
化
槽
団
体

連
合
会
が
ま
と
め
た
解
説
書

に
よ
る
と
、
環
境
省
が
定
め
る

技
術
上
の
基
準
に
従
っ
た
保

守
点
検
作
業
を
行
う
と
、
作

業
時
間
は
35
分
ほ
ど
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

　

5
分
間
ほ
ど
の
保
守
点
検

作
業
で
は
技
術
上
の
基
準
が

守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
だ
（
資
料
―
7
）
。

　

国
民
が
何
も
知
ら
な
い
こ

と
を
い
い
こ
と
に
、
年
12
回

点
検
で
、
し
か
も
5
分
程
の

保
守
点
検
は
倫
理
の
欠
落
と

い
え
る
。

資料－2 世帯間における家族構成の推移

全国
昭和 55 年 平成 22 年

世帯数 ％ 世帯数 ％

総世帯数 34,105,958 51,842,307 

1 人世帯 5,387,595 15.8％ 16,784,507 32.4％

2 人世帯 6,001,075 17.6％ 33％ 14,125,840 27.2％ 60％

3 人世帯 6,475,220 19.0％ 52％ 9,421,831 18.2％ 78％

4 人世帯 9,070,100 26.6％ 79％ 7,460,339 14.4％ 92％

5 人世帯以上 7,171,968 21.0％ 4,049,790 7.8％

総務省統計局　国勢調査より抜粋
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国
会
で
も
問
題
提
起
さ
れ
、

平
成
19
年
10
月
30
日
と
、
同

20
年
6
月
3
日
の
衆
議
院
環

境
委
員
会
で
は
、
民
主
党
の

末
松
義
規
議
員
が
保
守
点
検

の
回
数
、
点
検
時
間
に
つ
い

て
質
問
し
た
。
一
部
の
県
で

保
守
点
検
が
不
当
に
多
く
実

施
さ
れ
、
そ
の
点
検
時
間
も

他
県
と
比
較
し
て
非
常
に
短

い
こ
と
を
問
題
視
し
た
。

　

参
議
院
環
境
委
員
会
で

は
、
民
主
党
の
小
見
山
幸
治

参
議
院
議
員
が
不
必
要
な
保

守
点
検
が
使
用
者
に
過
度
な

負
担
を
強
い
て
い
る
こ
と
を

平
成
24
年
7
月
26
日
～
同
27

年
6
月
16
日
ま
で
5
回
に
わ

た
り
訴
え
た
。
浄
化
槽
の
「
性

能
評
価
試
験
」
で
年
3
回
の

保
守
点
検
で
性
能
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
日
本
の

世
帯
の
92
％
が
4
人
以
下
と

い
う
状
況
を
示
し
な
が
ら
、

設
計
人
数
よ
り
実
際
の
処
理

人
員
が
下
回
っ
て
い
る
状
況

で
な
ぜ
年
12
回
の
保
守
点
検

が
必
要
な
の
か
、
使
用
者
の

不
当
な
負
担
増
を
押
さ
え
る

た
め
に
浄
化
槽
法
施
行
規
則

を
「
原
則
年
3
回
」
に
改
め

る
べ
き
と
厳
し
く
主
張
。
当

時
の
石
原
伸
晃
環
境
大
臣
か

ら
も
「
や
は
り
委
員
の
仰
る

こ
と
は
、
国
民
の
多
く
の
方

が
聞
い
て
い
れ
ば
な
る
ほ

ど
な
と
思
う
部
分
も
多
々
あ

る
」
「
議
論
の
場
の
設
置
に
向

け
、
関
係
者
の
理
解
と
協
力

が
得
ら
れ
る
よ
う
働
き
か
け

た
い
」
と
の
答
弁
が
得
ら
れ

た
。

　

そ
の
後
も
今
年
3
月
10
日
、

水
野
賢
一
参
議
院
議
員
が
参

議
院
環
境
委
員
会
で
最
小
回

数
以
上
の
保
守
点
検
を
実
施

す
る
場
合
は
説
明
責
任
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
の
質
問

が
あ
り
、
消
費
者
庁
か
ら
「
契

約
に
関
し
て
は
、
契
約
内
容

に
関
し
て
適
切
な
判
断
が
行

え
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
が

事
業
者
か
ら
正
確
に
説
明
さ

れ
る
べ
き
」
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
に
平
成
19
年
か

ら
繰
り
返
し
議
論
に
上
っ
て

い
る
。

国
会
で
も
使
用
者
負
担
増
を
議
論

国
会
で
も
使
用
者
負
担
増
を
議
論

　

年
12
回
点
検
を
行
っ
て
い

る
業
者
は
消
毒
剤
補
充
の
た

め
必
要
と
主
張
す
る
が
、
消

毒
剤
の
種
類
は
、
原
料
が

次
亜
塩
素
酸
か
ら
イ
ソ
シ
ア

ヌ
ー
ル
酸
と
い
う
膨
化
し
な

い
薬
に
変
わ
り
（
資
料
―

5
）
、
薬
剤
筒
も
ス
リ
ッ
ト

に
よ
る
調
整
機
能
が
付
き
、

点
検
時
に
満
タ
ン
補
充
す
る

こ
と
で
4
ヶ
月
以
上
消
毒
効

果
は
持
続
で
き
る
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
浄
化
槽
メ
ー

カ
ー
の
維
持
管
理
要
領
書
で

も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
年
12
回
点
検
で
確
認
・
補

充
す
る
必
要
は
な
い
と
言
え

る
。

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の

働
き
と
接
触
ば
っ
気
で
汚

水
を
処
理
す
る
の
で
、
ブ

ロ
ワ
と
呼
ば
れ
る
送
風
機

で
汚
水
中
に
空
気
を
送
っ

て
い
る
。

　

送
風
機
の
停
止
を
確
認
す

る
た
め
に
年
12
回
点
検
は
必

要
と
言
う
が
、

送
風
機
は
10
年

以
上
、
故
障
せ

ず
に
稼
働
し
て

い
る
の
が
50
％

ほ
ど
あ
る
と
い

う

調

査

結

果

（
資
料
―

6
）

が
あ
る
。

　

い

ち

早

く

送

風

機

停

止

を

発

見

す

る

に

は

送

風

機

停

止

警

報

器

の

設

置

が

有

効

で
、

水

質

が

悪

化

す

る

前

に

対

応

で

き

る
。

ブ

ロ

ワ

の

技

術

進

歩
を
見
て
も
、

年

12

回

点

検

は
必
要
な
い
。

（
4
面
へ
続
く
）

ブ
ロ
ワ
、
薬
剤
も
技
術
的
に
進
歩

ブ
ロ
ワ
、
薬
剤
も
技
術
的
に
進
歩

資料－６ 送風機の稼働状況

設置
年

設置から初回故障までの期間　と　その基数 設置数
（現存）

故障
未
故障

未故障
割合0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

2000 3 16 8 12 7 4 4 1 3 114 58 56 49％

2001 2 3 10 13 8 4 1 3 3 5 105 52 53 50％

2002 1 5 2 15 8 5 3 3 4 1 96 47 49 51％

2003 1 14 7 7 5 4 1 1 3 74 43 31 42％

2004 6 7 3 6 5 6 1 2 3 71 39 32 45％

2005 1 1 8 14 4 5 3 4 1 73 41 32 44％

2006 2 6 9 9 4 6 5 2 77 43 34 44％

2007 2 2 5 4 4 8 119 25 94 79％

2008 1 3 6 2 122 12 110 90％

2009 2 1 1 4 2 4 116 14 102 88％

2010 1 5 1 2 107 9 98 92％

2011 1 91 1 90 99％

2012 1 1 99 2 97 98％

2013 90 0 90 100％

2014 80 0 80 100％

2015 61 0 61 100％

0基 6基 27基 73基 74基 66基 49基 33基 29基 14基 15基 1495基 386基 1109基合計 　　　　35.8 分

資料－ 5
消毒剤の種類

消毒剤 メーカー 製造開始年 主成分

ハイクロン 日本曹達㈱ S40以前 次亜塩素酸 水分により膨化

ハイライトクリーン 日産化学工業㈱ S40年代後半 イソシアヌール酸 膨化を改善

ポンシロール 四国化成工業㈱ S40年代後半 イソシアヌール酸

メルサン 日本曹達㈱ S58 イソシアヌール酸

ペースリッチ 多木化学㈱ H2 イソシアヌール酸

昭和 55 年 07 月　構造基準
              　屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件
                 （国土交通省告示第 1292 号）
              　・消毒槽は、汚水の塩素接触による消毒作用を有効に継続して
                  行うことができる構造とすること。

昭和 63 年 03 月　構造例示型製造開始

平成 18 年 10 月　小型合併浄化槽の構造及び維持管理
　　　　　　　　 （財団法人日本環境整備教育センター）
              　・塩素剤が４ヵ月以上受け入れられ、かつ補給操作が容易である

資料－ 7
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年
12
回
点
検
で
、

保
守
点
検
回
数
の
増

加
に
応
じ
て
費
用
負

担
が
増
大
す
る
と
い

う
事
実
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
と
言
う

が
、
年
12
回
点
検
の

作
業
内
容
の
確
認
は

さ
れ
て
い
な
い
。

　

5
分
程
の
年
12
回

点
検
と
、
環
境
省
の

定
め
る
技
術
上
の
基

準
に
従
っ
た
保
守
点

検
作
業
35
・
8
分
の

年
3
回
と
を
混
濁
し

て
は
な
ら
な
い
。

　

仮
に
、
年
12
回

点

検

で

1

回

当

た
り
2
千
円
と
す
る
と
年
間

2
万
4
千
円
。

　

一
方
、
年
3
回
点
検
で
1
回

当
た
り
5
千
円
と
す
る
と
年
間

1
万
5
千
円
。
そ
の
差
は
9
千

円
と
な
り
、
1
回
当
た
り
の
料

金
は
安
く
感
じ
る
が
、
不
要
な

料
金
で
あ
る
。

　

浄
化
槽
設
置
基
数
が
10
万
基

で
9
億
円
、
10
年
経
つ
と
90
億

円
も
の
巨
額
な
差
と
な
る
。

　

耐
震
偽
装
問
題
、
マ
ン
シ
ョ

ン
の
傾
斜
問
題
や
食
品
横
流
し

問
題
な
ど
偽
装
問
題
は
後
を
絶

た
な
い
。「
点
検
回
数
は
多
け

れ
ば
多
い
ほ
ど
い
い
に
決
ま
っ

て
い
る
」
と
発
言
す
る
業
界
関

係
者
も
い
る
が
、
現
在
の
保
守

点
検
の
実
態
を
継
続
す
る
こ
と

は
、
手
抜
き
作
業
、
偽
装
点
検

を
黙
認
す
る
行
為
で
あ
る
。

　

浄
化
槽
に
対
す
る
設
置
者
の

不
信
感
を
払
拭
す
る
た
め
に

は
、
隠
蔽
体
質
を
改
め
、
業
界

の
規
範
を
正
し
、
技
術
上
の
基

準
を
守
る
こ
と
が
最
優
先
だ
。

　

国
の
制
度
も
国
民
で
あ
る

浄
化
槽
の
設
置
者
に
、
わ
か

り
や
す
い
表
現
と
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

設置者の不信感払拭する制度改革を設置者の不信感払拭する制度改革を


